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資料１



生産緑地地区の指定から３０年が経過し、その後、買取
申出がなされたが、買い取る者が無く、また、斡旋も不調
となった。その結果、当該生産緑地地区の一部について、
行為の制限が解除され、生産緑地としての機能が失われた
ことにより、都市計画の変更を行うものである。

富津市都市計画生産緑地地区の変更について①

県事前協議（回答）
令和６年５月１０日（令和６年６月
７日）

都市計画案の縦覧 同年７月３日～７月１８日

市都市計画審議会 同年８月７日

県法定協議（回答） 同年８月中旬（下旬）

決定告示（変更） 同年９月下旬

今回の変更に関する区域 生産緑地の全体の内訳表

地区数 追加 廃止
面積増
減

変更後 変更前

地区数
合計
面積

地区数
合計
面積

1地区 -
△約
0.38ha

△約
0.38ha

52地区
約

11.93ha
52地区

約
12.31ha

（拡大図）

名称
面積 備考

番号 生産緑地名

26 青木第23生産緑地 約0.55ha 一部廃止△約0.38ha

合計 約0.55ha 一部廃止△約0.38ha

資料２

1

既決定区域

廃止区域



富津市都市計画生産緑地地区の変更について②
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（撮影位置図）
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